
■開設期間：２月18日㈪～３月15日㈮《土、日を除く》
■場　　所：黒石税務署１階会議室
■受付時間：９時～ 16時
■開設時間：９時～ 17時

平成30年分確定申告書作成会場をご利用される方へ

[問合せ]
黒石税務署　☎52-4111

※1月18日から3月15日の期間は、自動音声案内で「０」番を選択してください。
確定申告に関する相談は専用窓口で対応します。
それ以外の期間は「１」番を選択してください。「電話相談センター」につながります。

※会場開設前の相談は事前予約で受け付けしておりま
す。予約のない方は、長時間お待ちいただく場合がござ
いますので、会場開設期間中にお越しください。

黒石税務署からの
おしらせ

新本庁舎建設工事１年先送りのおしらせ新本庁舎建設工事１年先送りのおしらせ

平成30年度
(2018年度)

平成31年度
(2019年度)

平成32年度
(2020年度)

平成33年度
(2021年度)

平成34年度
(2022年度)

平成35年度
(2023年度)

新本庁舎建設工事 移転
準備実施設計　 開

庁
現本庁舎
解体工事

外構
工事

修正設計
（ダンパー調達
　　困難な場合）

　新本庁舎建設については、基本設計に
基づき実施設計を進めており、夏頃に建
設工事を発注する計画としていました。
　しかし、設計ではオイルダンパーを使
用した免震構造を採用しており、昨年10
月に発覚したオイルダンパー製造業者に

よる検査データ改ざん問題により、建設
に必要なオイルダンパーの調達が見込
めない状況となりました。
　このため、建設工事の発注を１年先
送りすることとし、製造業者がオイルダ
ンパーを受注できるか、５月末までに見

[問合せ]　施設建築課　施設建築第２係　☎44-1111（内線2235・2236）[問合せ]　施設建築課　施設建築第２係　☎44-1111（内線2235・2236）

TOPICS
02

極め、修正設計も視野に入れ対応して
いきます。
　平成34年度（2022年度）の開庁を
目指し、市民の皆さまに親しまれ、安全
で利用しやすい庁舎の建設に向けて事
業を進めていきます。

＊オイルダンパーとは…油の粘性を利用して地震などによる建物の揺れを抑える免震装置

募集期間募集期間

閲覧方法

意見を提出できる方

結果の公表

意見の提出方法

意見提出の際のご注意

1月15日㈫～２月14日㈭

①平川市ホームページ
②本庁舎/総務課
③健康センター /福祉課
④尾上総合支所/市民生活課
⑤碇ヶ関総合支所/市民生活課
⑥葛川支所
※②～⑥については土・日、祝日を除
きます。

　市では、第３次平川市地域福祉計
画の策定を進めています。策定にあ
たって、市民の皆様のご意見・ご提
案を募集するため、パブリックコメン
ト（意見募集）を実施します。 

　市パブリックコメント意見提出様式に案件名、氏名および住所（法人などの場
合は名称および代表者名、所在地）を漏れなく記入し、次のいずれかの方法で
提出してください。

①平川市内に住所を有する方
②平川市内に事務所または事業所を 
　有する個人および法人その他の団体
③平川市内の事務所または事業所に 
　勤務する方
④平川市内の学校に在学する方
⑤平川市に対して納税義務を有する方
⑥パブリックコメント手続きに係る事
　案に利害関係を有する個人および
　法人その他の団体

　氏名・住所を除き、結果を集約した
ものを市ホームページに掲載します。

第３次地域福祉計画(案)のパブリックコメントを実施します第３次地域福祉計画(案)のパブリックコメントを実施します

※２月14日㈭必着

[問合せ]　福祉課　福祉総務係　☎44-1111（内線1164） 

TOPICS
01

①電話による口頭でのご意見は受け
　付けできません。
②記入漏れがある場合は受け付けで
　きません。
③お寄せいただいたご意見について
　個別回答はできません。

【郵便】   〒036-0104　平川市柏木町藤山16番地1
　　　     健康福祉部福祉課 福祉総務係  宛 

【電子メール】   fukushi@city.hirakawa.lg.jp　　【FAX】44-0068

もしくは、健康センター福祉課窓口へ持参ください。
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10a当たり
〃
〃
〃
〃

〃

〃

〃

〃

〃

１m当たり
1,000ℓ当たり

平均的な賃借人の負担
　　賃借料+水利費

農家の皆さまへ

農作業標準賃金・料金

1臨時雇用労賃　※１日(８時間)当たり

作　業　区　分 賃金 備考

2請負料金(オペレーター付き)

作　業　区　分 単位 料金 備考

農地賃借料(10a当たり)

1水田の部

地　域　名 参考対価 現金換算額 改良区費の関係

平賀地域
尾上地域

圃場整備済

碇ヶ関地域の田、
平賀地域の山間地の田

賃借料のみ
※改良区費なし

2畑の部(市内全域) 区分 平均額

9,700円

10,900円

賃借料の物納について、次のとおり換算しました。
○米60kg当たり
　29年産　玄米：11,700円　白米：14,700円
　30年産　玄米：12,200円　白米：15,200円

○りんご20kg当たり
　27年～29年産の平均　3,900円

[問合せ]　農業委員会　☎44-1111（内線2152・2153）

※現金換算額：平成30年産米(つがるロマン)における概算金
　『JA1等米(12,200円)』に設定しました。

普通畑

りんご

※米価の変動などに対応でき、現状に即した賃借料情報の提供を
するため『物納』を基準として設定しました。

機

　械

　作

　業

水
稲

果
樹

　   全般(男女共)

　   一般作業(男女共)

　 せん定

その他一般作業(男女共)

オペレーター
(トラクター・田植機・コンバイン・SS)

6,100円

6,100円
8,300 ～
10,000円

6,100円

1,000円

賄い抜き

〃

〃

〃

１時間当たり

耕起

代かき

田植え

稲刈り

脱穀

稲わら収集

畦塗り
りんご畑

水田
畑

荒かきのみ
代かきのみ
荒代かき

田植機

バインダ－
(糸付き)
コンバイン
(運搬なし)
ハーベスター
ロールベーラー
(糸付き)
畦塗機

スプレーヤー

5,200円
4,700 円
3,100円
4,100円
6,200円

6,200円

6,800円

16,500円

6,800円

4,700円

37 ～40円
5,200円

平成31年の農作業標準賃金・料金および農地の賃借料情報は次のとおりです。
営農計画の参考としてお役立てください。

隅：田主植え
苗：田主持ち

隅：田主刈り

隅：田主刈り
結束料金は別

薬剤費別

12,200円

9,800円

玄米１俵

玄米0.8俵

TOPICS
03

※平成29年～ 30年の２
年間における賃借料の平
均額です。

注 

目 

！

期  

間

１｜医療費控除の申告をされる方

２｜農業・営業などの事業所得や不動産所得のある方

市からのお願い「市・県民税申告相談の前にご確認ください」

[問合せ]　税務課　住民税係　☎44-1111   (内線1241・1242・1243)[問合せ]　税務課　住民税係　☎44-1111   (内線1241・1242・1243)

TOPICS
04

　平成31年度の市・県民税の申告相談を実施しま
す。順番待ちや申告受付にかかる時間を短縮するた
め、次に該当する方は、それぞれ必要な金額がわか
るように領収書などを整理・計算してからご来場くだ
さるようご協力をお願いします。

２月１日 ㈮～
３月15日 ㈮

●１年間に支払った医療費の総額
●支払った医療費に対して生命保険や高額療養費などで
　補てんされた金額
を計算し「医療費控除の明細書」を作成してください

※「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の適用
を受ける方は、「セルフメディケ－ション税制の明細書」を作
成してください。※所得税の還付申告をされる方は、源泉徴収票の

原本、申告者本人名義の口座番号のわかるものを
忘れずに持参してください。
※３月15日㈮を過ぎてからの確定申告書は、本人
が税務署へ郵送もしくは直接持参することになります
ので、ご了承ください。

注意
！！

●科目ごとに仕分けした経費の金額
●収入・支出の合計金額
を計算し「収支内訳書」を作成してください
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■開設期間：２月18日㈪～３月15日㈮《土、日を除く》
■場　　所：黒石税務署１階会議室
■受付時間：９時～ 16時
■開設時間：９時～ 17時

平成30年分確定申告書作成会場をご利用される方へ

[問合せ]
黒石税務署　☎52-4111

※1月18日から3月15日の期間は、自動音声案内で「０」番を選択してください。
確定申告に関する相談は専用窓口で対応します。
それ以外の期間は「１」番を選択してください。「電話相談センター」につながります。

※会場開設前の相談は事前予約で受け付けしておりま
す。予約のない方は、長時間お待ちいただく場合がござ
いますので、会場開設期間中にお越しください。

黒石税務署からの
おしらせ

新本庁舎建設工事１年先送りのおしらせ新本庁舎建設工事１年先送りのおしらせ

平成30年度
(2018年度)

平成31年度
(2019年度)

平成32年度
(2020年度)

平成33年度
(2021年度)

平成34年度
(2022年度)

平成35年度
(2023年度)

新本庁舎建設工事 移転
準備実施設計　 開

庁
現本庁舎
解体工事

外構
工事

修正設計
（ダンパー調達
　　困難な場合）

　新本庁舎建設については、基本設計に
基づき実施設計を進めており、夏頃に建
設工事を発注する計画としていました。
　しかし、設計ではオイルダンパーを使
用した免震構造を採用しており、昨年10
月に発覚したオイルダンパー製造業者に

よる検査データ改ざん問題により、建設
に必要なオイルダンパーの調達が見込
めない状況となりました。
　このため、建設工事の発注を１年先
送りすることとし、製造業者がオイルダ
ンパーを受注できるか、５月末までに見

[問合せ]　施設建築課　施設建築第２係　☎44-1111（内線2235・2236）[問合せ]　施設建築課　施設建築第２係　☎44-1111（内線2235・2236）

TOPICS
02

極め、修正設計も視野に入れ対応して
いきます。
　平成34年度（2022年度）の開庁を
目指し、市民の皆さまに親しまれ、安全
で利用しやすい庁舎の建設に向けて事
業を進めていきます。

＊オイルダンパーとは…油の粘性を利用して地震などによる建物の揺れを抑える免震装置

募集期間募集期間

閲覧方法

意見を提出できる方

結果の公表

意見の提出方法

意見提出の際のご注意

1月15日㈫～２月14日㈭

①平川市ホームページ
②本庁舎/総務課
③健康センター /福祉課
④尾上総合支所/市民生活課
⑤碇ヶ関総合支所/市民生活課
⑥葛川支所
※②～⑥については土・日、祝日を除
きます。

　市では、第３次平川市地域福祉計
画の策定を進めています。策定にあ
たって、市民の皆様のご意見・ご提
案を募集するため、パブリックコメン
ト（意見募集）を実施します。 

　市パブリックコメント意見提出様式に案件名、氏名および住所（法人などの場
合は名称および代表者名、所在地）を漏れなく記入し、次のいずれかの方法で
提出してください。

①平川市内に住所を有する方
②平川市内に事務所または事業所を 
　有する個人および法人その他の団体
③平川市内の事務所または事業所に 
　勤務する方
④平川市内の学校に在学する方
⑤平川市に対して納税義務を有する方
⑥パブリックコメント手続きに係る事
　案に利害関係を有する個人および
　法人その他の団体

　氏名・住所を除き、結果を集約した
ものを市ホームページに掲載します。

第３次地域福祉計画(案)のパブリックコメントを実施します第３次地域福祉計画(案)のパブリックコメントを実施します

※２月14日㈭必着

[問合せ]　福祉課　福祉総務係　☎44-1111（内線1164） 

TOPICS
01

①電話による口頭でのご意見は受け
　付けできません。
②記入漏れがある場合は受け付けで
　きません。
③お寄せいただいたご意見について
　個別回答はできません。

【郵便】   〒036-0104　平川市柏木町藤山16番地1
　　　     健康福祉部福祉課 福祉総務係  宛 

【電子メール】   fukushi@city.hirakawa.lg.jp　　【FAX】44-0068

もしくは、健康センター福祉課窓口へ持参ください。
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行政TOPICS

10a当たり
〃
〃
〃
〃

〃

〃

〃

〃

〃

１m当たり
1,000ℓ当たり

平均的な賃借人の負担
　　賃借料+水利費

農家の皆さまへ

農作業標準賃金・料金

1臨時雇用労賃　※１日(８時間)当たり

作　業　区　分 賃金 備考

2請負料金(オペレーター付き)

作　業　区　分 単位 料金 備考

農地賃借料(10a当たり)

1水田の部

地　域　名 参考対価 現金換算額 改良区費の関係

平賀地域
尾上地域

圃場整備済

碇ヶ関地域の田、
平賀地域の山間地の田

賃借料のみ
※改良区費なし

2畑の部(市内全域) 区分 平均額

9,700円

10,900円

賃借料の物納について、次のとおり換算しました。
○米60kg当たり
　29年産　玄米：11,700円　白米：14,700円
　30年産　玄米：12,200円　白米：15,200円

○りんご20kg当たり
　27年～29年産の平均　3,900円

[問合せ]　農業委員会　☎44-1111（内線2152・2153）

※現金換算額：平成30年産米(つがるロマン)における概算金
　『JA1等米(12,200円)』に設定しました。

普通畑

りんご

※米価の変動などに対応でき、現状に即した賃借料情報の提供を
するため『物納』を基準として設定しました。

機

　械

　作

　業

水
稲

果
樹

　   全般(男女共)

　   一般作業(男女共)

　 せん定

その他一般作業(男女共)

オペレーター
(トラクター・田植機・コンバイン・SS)

6,100円

6,100円
8,300 ～
10,000円

6,100円

1,000円

賄い抜き

〃

〃

〃

１時間当たり

耕起

代かき

田植え

稲刈り

脱穀

稲わら収集

畦塗り
りんご畑

水田
畑

荒かきのみ
代かきのみ
荒代かき

田植機

バインダ－
(糸付き)
コンバイン
(運搬なし)
ハーベスター
ロールベーラー
(糸付き)
畦塗機

スプレーヤー

5,200円
4,700 円
3,100円
4,100円
6,200円

6,200円

6,800円

16,500円

6,800円

4,700円

37 ～40円
5,200円

平成31年の農作業標準賃金・料金および農地の賃借料情報は次のとおりです。
営農計画の参考としてお役立てください。

隅：田主植え
苗：田主持ち

隅：田主刈り

隅：田主刈り
結束料金は別

薬剤費別

12,200円

9,800円

玄米１俵

玄米0.8俵

TOPICS
03

※平成29年～ 30年の２
年間における賃借料の平
均額です。

注 
目 
！

期  

間

１｜医療費控除の申告をされる方

２｜農業・営業などの事業所得や不動産所得のある方

市からのお願い「市・県民税申告相談の前にご確認ください」

[問合せ]　税務課　住民税係　☎44-1111   (内線1241・1242・1243)[問合せ]　税務課　住民税係　☎44-1111   (内線1241・1242・1243)

TOPICS
04

　平成31年度の市・県民税の申告相談を実施しま
す。順番待ちや申告受付にかかる時間を短縮するた
め、次に該当する方は、それぞれ必要な金額がわか
るように領収書などを整理・計算してからご来場くだ
さるようご協力をお願いします。

２月１日 ㈮～
３月15日 ㈮

●１年間に支払った医療費の総額
●支払った医療費に対して生命保険や高額療養費などで
　補てんされた金額
を計算し「医療費控除の明細書」を作成してください

※「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の適用
を受ける方は、「セルフメディケ－ション税制の明細書」を作
成してください。※所得税の還付申告をされる方は、源泉徴収票の

原本、申告者本人名義の口座番号のわかるものを
忘れずに持参してください。
※３月15日㈮を過ぎてからの確定申告書は、本人
が税務署へ郵送もしくは直接持参することになります
ので、ご了承ください。

注意
！！

●科目ごとに仕分けした経費の金額
●収入・支出の合計金額
を計算し「収支内訳書」を作成してください

2019-１　広報ひらかわ　⑨

行政TOPICS


